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情　　報

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る意見聴取概要の公表について

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

貨物自動車運送事業者行政処分等状況
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一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止届出に係る

意見聴取概要の公表について

道路運送法第１５条の２第２項に基づき意見聴取を実施したので、道路運送

法施行規則第１５条の９第２項により、下記のとおり公表する。

１．届出の件名､事案番号及び一般乗合旅客自動車運送事業者名

件 名：一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号：２５Ｃ０９

事業者名：株式会社 メートー観光

２．意見の聴取の日時及び場所（地域協議会において行った場合には､その旨）

令和７年１２月３日（水曜日）

１３時００分から（埼玉県）ＡＢ聴聞室

１４時００分から（吉川市）ＡＢ聴聞室

１５時００分から（三郷市）ＡＢ聴聞室

※上記を予定していたが、書面による意見となった。

３．意見の聴取に出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名又は

名称及び住所

・埼玉県知事 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号

・吉川市長 埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

・三郷市長 埼玉県三郷市花和田６４８－１

４．陳述の要旨

別紙、意見の陳述書のとおり
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（九十九里鉄道東金営業所）

1点

1点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年8月4日、法令違反の疑いがあることを端緒に監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 九十九里鉄道株式会社（法人番号：4040001057172）　代表者　石川　晋平

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

千葉県東金市田間25

千葉県東金市田間25

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　10日車

令和7年12月16日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月16日
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（本社営業所）

3点

3点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 道路運送法第13条

（６）違反行為の概要

　令和7年7月10日、法令違反の疑いがあることを端緒に
調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務
違反(道路運送法第13条)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 さくら観光バス株式会社（法人番号：1030001033581）　代表者　天野　正幸

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

埼玉県久喜市菖蒲町三箇2470-1

埼玉県久喜市菖蒲町三箇2470-1

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　30日車

令和7年12月16日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月16日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

0点

令和7年12月16日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　東京運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月16日

（２）事業者の氏名又は名称 有限会社アーバンロケサービス（法人番号：2010102000151）　代表者　松尾　正尊

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

東京都八王子市横川町779

東京都八王子市横川町779

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年9月26日、定期的な監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､
(2)点検整備記録簿等の記載義務違反(運輸規則第45条)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（埼玉営業所）

0点

0点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年10月17日、定期的な監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 メモリー観光バス株式会社（法人番号：4012701001924）　代表者　井瀧　隆太

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

東京都東村山市久米川町5-1-40

埼玉県所沢市大字上山口1271-1

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

令和7年12月16日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　埼玉運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月16日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

0点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年10月14日、定期的な監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 東富士観光自動車株式会社（法人番号：7090001009967）　代表者　湯山　達也

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

山梨県南都留郡忍野村内野4780

山梨県南都留郡忍野村内野4780

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

令和7年12月16日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　山梨運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和7年12月16日
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

20251105 水戸通商　株式会社（法人
番号1050001034495）代表
者：畑岡　憲人

茨城県水戸市下入野
町１７４６－１

本社 茨城県東茨城郡茨城町
大字長岡３６５２－６９２

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年6
月20日及び同年8月27日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)業務記録の記載
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

13 12

20251105 鷹栖運輸機工　有限会社
（法人番号
9060002025469）代表者：
保坂　高広

栃木県大田原市薄葉２
２０５

本社 栃木県大田原市下石上
１３６３－９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

労働局からの通報を端緒として、令和6年7月26日及び同年8月22日、監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)点呼の記録義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)運行管理者の講習受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

3 3

20251105 ジェイネットロジ　株式会社
（法人番号
6030002067137）代表者：
山田　栄一

埼玉県大里郡寄居町
大字寄居６８５－５６

本社 埼玉県大里郡寄居町桜
沢１３７４－１－２０５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和
6年9月10日及び同年9月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)業務の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)業務記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)定期点検整備の
実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）

3 3

20251111 有限会社　鴫原商事（法人
番号6060002004574）代表
者：野崎　千春

栃木県宇都宮市宿郷１
－１６－１５

鶴田 栃木県宇都宮市鶴田町
１０１７－２　アイランドＣ
１０２号室

輸送施設の使用停止
（240日車）、輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年11月14日、監査を実施。
10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(3)業務記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(8)整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5）、(9)報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、(10)自動車に関する表示義
務違反（道路運送法第95条）

24 24

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251111 株式会社　羽賀運輸商会
（法人番号
3020001021437）代表者：
羽賀　一也

神奈川県横浜市港北
区大倉山６－２－５

本社 神奈川県横浜市港北区
大豆戸町８２６

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年7月24日
及び同年9月27日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれ
のある業務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼記録の記
載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)業務記録の記
載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による
記録の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初
任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、(9)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の5）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

10 10

20251111 株式会社　ふくや物流（法
人番号7012301002188）代
表者：伊藤　義明

神奈川県厚木市関口１
５５

本社 神奈川県厚木市関口１５
５

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年6月12日
及び同年7月5日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれの
ある業務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)業務記録の記載事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)初任・高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運
送車両法第48条）、(8)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

9 9

20251111 有限会社　ＳＥＮＳＹＯ　（法
人番号6040002030655）代
表者：千木良　真之

東京都八王子市左入
町４２７－１

本社 東京都八王子市左入町
４２７－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年6月14日及
び同年7月10日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれの
ある業務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)業務記録の記載事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)事故惹起・初任運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
(8)事故惹起・初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、(10)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

6 6

20251111 上組陸運　株式会社（法人
番号9140001012798）代表
者：加藤　尚

兵庫県神戸市兵庫区
高松町１－５３

横浜 神奈川県横浜市中区南
本牧３－１１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月9日及び同年10月22
日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251118 株式会社　アーバン・デリ
バリーサービス（法人番号
2040001016080）代表者：
深谷　弘之

千葉県千葉市稲毛区
山王町３４５－１

榛名 群馬県高崎市箕郷町生
原２１４－１

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

労働局からの通報を端緒として、令和6年7月10日及び同年9月3日、監査を実
施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、(4)業務記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(9)定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法
第48条）、(10)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

12 12

20251118 株式会社　ファインエナ
ジー（法人番号
1010001055413）代表者：
立石　健史

東京都中央区日本橋
人形町１－９－２

横浜 神奈川県横浜市都筑区
東方町１６９８

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年8月20日、監査を実施。9
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(2)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(3)高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(4)整備管理者の
変更届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法
第52条）、(5)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の5）、(6)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項）、(7)運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第19条）、(8)事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条）、(9)報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

20251118 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　株式会社（法人
番号7070001026502）代表
者：情野　勇一

群馬県前橋市上細井
町１９７１－１

本社 群馬県前橋市上細井町
１９７１－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年6月27日、同年7月24日
及び同年8月28日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20251126 株式会社　飯田運送（法人
番号8011501005421）代表
者：川島　安則

東京都荒川区西尾久７
－３７－６

東所沢 埼玉県所沢市東所沢５
－９－３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年
10月24日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)初任・高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(4)初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、(5)事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条）、(6)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

20251126 有限会社　本田運送（法人
番号8060002037300）代表
者：本田　美登里

栃木県足利市福居町２
９５

本社 栃木県足利市福居町２９
５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月31日及び同年12月5
日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）

3 3
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251126 有限会社　中嶋典礼（法人
番号2070002003942）代表
者：中嶋　昇

群馬県前橋市総社町
総社１７４５

本店 群馬県前橋市総社町総
社１７４５－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和7年8月20日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）

1 1

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

大胡 群馬県前橋市堀越町１１
９４－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月13日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

箱島 群馬県吾妻郡東吾妻町
箱島甲７９５

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

富来田 千葉県木更津市真里谷
２５１－１

輸送施設の使用停止
（56日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月18日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

日向 千葉県山武市椎崎３３０
－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

北浦 茨城県行方市山田１３４
０

輸送施設の使用停止
（33日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月7日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

町屋 茨城県常陸太田市町屋
町１２３６－１

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月14日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

久米 茨城県常陸太田市久米
町１５３６

輸送施設の使用停止
（123日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月14日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

塩原 栃木県那須塩原市塩原
２５４－８

輸送施設の使用停止
（21日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

石橋 栃木県下野市下古山１３
－２

輸送施設の使用停止
（131日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月23日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

芝郵便局ゆう
パック配達作
業所

東京都中央区銀座８－２
０－２６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

東村山 東京都東村山市本町２
－１－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251105 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

上野原 山梨県上野原市上野原
１０７０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

新越谷 埼玉県越谷市流通団地
１－３－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月6日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

久呂保 群馬県利根郡昭和村森
下３５－３

輸送施設の使用停止
（157日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月13日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

万場 群馬県多野郡神流町万
場９５－２

輸送施設の使用停止
（21日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月5日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

岩井 千葉県南房総市市部１０
５－５

輸送施設の使用停止
（21日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月18日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

下総 千葉県成田市猿山１１３
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月25日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

石下 茨城県常総市新石下４５
２７

輸送施設の使用停止
（134日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

上郷 茨城県つくば市上郷１３
８４－３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月14日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

佐良土 栃木県大田原市佐良土
１３９６－２

輸送施設の使用停止
（97日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

三鷹 東京都三鷹市野崎１－１
－２

輸送施設の使用停止
（108日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

板橋北 東京都板橋区志村３－２
４－１６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

代々木 東京都渋谷区西原１－４
２－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251112 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

磯子 神奈川県横浜市磯子区
森３－１－１５

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月30日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

川本 埼玉県深谷市田中５８６
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月20日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

沢渡 群馬県吾妻郡中之条町
上沢渡２３２８

輸送施設の使用停止
（138日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月13日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

白子 千葉県長生郡白子町古
所５３９２－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

千葉中央 千葉県千葉市中央区中
央港１－１４－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

江戸崎 茨城県稲敷市江戸崎甲
３５５８－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月28日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

谷和原 茨城県つくばみらい市古
川１０６７－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月28日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

三坂 茨城県常総市三坂町１５
４４－４

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

粟野 栃木県鹿沼市口粟野８４
７

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

益子 栃木県芳賀郡益子町益
子２０７０

輸送施設の使用停止
（108日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

板橋西 東京都板橋区高島平３
－１２－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

足立 東京都足立区千住曙町
４２－４

輸送施設の使用停止
（94日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251119 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

渋谷 東京都渋谷区渋谷１－１
２－１３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

幸手 埼玉県幸手市東２－２４
－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月20日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

湯檜曽 群馬県利根郡みなかみ
町湯檜曽芳沢１３－４

輸送施設の使用停止
（92日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月5日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

高山 群馬県吾妻郡高山村中
山１０３－４

輸送施設の使用停止
（129日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月13日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

美浜 千葉県千葉市美浜区真
砂４－１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月30日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

水海道 茨城県常総市水海道諏
訪町３２２０－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月4日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

美和 茨城県常陸大宮市高部
５２７１－１２

輸送施設の使用停止
（33日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月28日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

上小川 茨城県久慈郡大子町頃
藤４９３４－１

輸送施設の使用停止
（146日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月28日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１１月分）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

高林 栃木県那須塩原市高林
９７－２

輸送施設の使用停止
（86日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月6日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

伊王野 栃木県那須郡那須町伊
王野１６５０－５

輸送施設の使用停止
（114日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月6日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

芝 東京都港区西新橋３－２
２－５

輸送施設の使用停止
（88日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

羽村奥多摩 東京都西多摩郡奥多摩
町氷川１３７９－６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251126 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池　信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

立川 東京都立川市曙町２－１
４－３６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月24日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）
注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。
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